
メールの誤送信について

１ 事案の概要

香川県健康福祉部障害福祉課の職員（以下「職員」という。）が、Ａ法人からの届出書

類の内容確認のやりとりの中で、届出書類をメールに添付して送付した際、誤って B 法人

の提出書類をＡ法人に送付した。

２ 経緯・対応

・令和８年４月 30 日（木）14 時 27 分

    職員が、Ａ法人に誤ってＢ法人の提出書類を添付して送信。

・令和８年４月 30 日（木）15 時 00 分頃

   メールの送信先であるＡ法人から、添付されている書類が誤って送信されている旨

の連絡を受けたことにより発覚。謝罪した上で、当該メールの削除を依頼し、了承を得

た。

・令和８年４月 30 日（木）16 時 50 分頃

誤って添付した書類の届出法人であるＢ法人に対し、経緯を説明し謝罪。了承を得た。

    

３ 誤送信の原因等

   不注意と確認不足によるもの。

   ・誤送信は 1件のみ、他への広がりはない。

・添付書類には、Ｂ法人の運営する各事業所の前年度の 1 月当たりの報酬総額や今

年度取得を計画している加算の区分、代表者の携帯番号とメールアドレス等が記

載。

４ 再発防止策

   メール送信の際には、細心の注意を払うとともに、複数回のチェックを徹底し、再発

防止に努めてまいります。
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